指定介護療養型医療施設（みなし居宅サービスを含む）　変更届出手続関係【介護給付費】
■届出について
　・平成２４年４月１日付介護保険法改正に伴う大都市特例の創設により、介護保険法に基づく各種権限が大阪府から政令指定都市、中核市へ移譲されました。
つきましては、政令指定都市（大阪市、堺市）、中核都市（東大阪市、高槻市、豊中市）に所在する施設における届出は、各政令指定都市、中核市へ提出していただく
こととなりますのでご注意ください。
　・大阪府では大阪版地方分権推進制度に基づき、介護保険法に基づく居宅サービスに係る各種権限を大阪府から一部市町村へ移譲しておりますが、介護老人保健施設の
みなし居宅サービス（（介護予防短期入所療養介護）については権限移譲対象外となっておりますので、みなし居宅サービスに係る届出については、当課へ提出をお願いし
ます。
　・算定は届出を受理した日の属する月の翌月（受理した日が１日の場合は当該月）の１日からとなります。
　　（受理した日とは、書類の不備の補正が完了し、要件が全て整った状態で本府が書類を受け取った日のことです。）
　・下表の施設基準等による体制だけでなく、算定要件が別に定められている区分もあるので、十分加算できるかどうかを確認の上、事前に予約の連絡をして、持参
してください。（郵送による受付はできません。）
  （連絡先：高齢介護室介護事業者課施設指導グループ　電話０６－６９４４－７１０６（ダイヤルイン））
　・算定の取下げに係る届出を行う場合は、下表の必要書類以外に、算定要件を満たさなくなった日が確認できる書類等が、別途必要となり、また今後の国保連への
請求にも影響する場合があるので、必ず事前に連絡してください。
    　※取下げ時に添付する「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」については、算定要件を満たさなくなった月とする。
	区　　　　　　分
	施　　設　　基　　準　　等
	必　　　要　　　書　　　類
	備　　　　　　考

	入所
短期
予短
	夜間勤務条件基準【病院】
	病棟単位の夜勤職員の配置（入院患者数と短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護の利用者数の合計数に対して）が以下の基準を満たす場合に、各区分に応じて加算が算定でき、基準を満たさない場合は減算型となります。

	
	　
	基準型
	・看護職員＋介護職員が３０：１以上
（最低２人以上、うち１人は看護職員）
・夜勤職員１人当たり月平均夜勤時間数６４時間以下で、職員１人最大１２８時間以下
	①変更届出書（様式第３号）
②指定介護療養型医療施設介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
③夜間勤務等看護体制確認表
　（算定月の前月分）
	・基準型から加算型となった場合や、加算型から減算型となった場合など、各区分が変更となる場合に届出が必要です。

	
	
	加算型Ⅰ
	・看護職員が１５：１以上（最低２人以上）
・夜勤職員１人当たり月平均夜勤時間数７２時間以下で、職員１人最大１４４時間以下
	
	

	
	
	加算型Ⅱ
	・看護職員が２０：１以上（最低２人以上）
・夜勤職員１人当たり月平均夜勤時間数７２時間以下で、職員１人最大１４４時間以下
	
	

	
	
	加算型Ⅲ
	・看護職員＋介護職員が１５：１以上
（最低２人以上、うち１人は看護職員）
・夜勤職員１人当たり月平均夜勤時間数７２時間以下で、職員１人最大１４４時間以下
	
	

	区　　　　　　分
	施　　設　　基　　準　　等
	必　　　要　　　書　　　類
	備　　　　　　考

	入所

短期

予短
	
	加算型Ⅳ
	・看護職員＋介護職員が２０：１以上
（最低２人以上、うち１人は看護職員）
・夜勤職員１人当たり月平均夜勤時間数７２時間以下で、職員１人最大１４４時間以下
	
	

	
	
	減 算 型
	上記基準を満たさない場合
	
	

	入所
短期
予短
	療養環境基準【病院】
	基準省令に基づく施設基準を満たさない場合で、各区分に応じて減算となります。

	
	　
	減算型
	廊下幅が内法で、片廊下が１．８ｍ未満、中廊下が２．７ｍ未満の場合
	①変更届出書（様式第３号）

②付表１６－１その１、その２

③指定介護療養型医療施設介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

④設備構造使用許可書の写し（保健所発行のもので、原本照合要）

⑤平面図（変更前・変更後）
	・保健所の許可を得て、構造変更したことにより、療養環境基準が改善した場合に届出が必要です。

	
	設備基準【診療所】
	基準省令に基づく施設基準を満たさない場合で、各区分に応じて減算となります。

	
	
	減算型
	廊下幅が内法で、片廊下が１．８ｍ未満、中廊下が２．７ｍ未満の場合



	①変更届出書（様式第３号）
②付表１６－２
③指定介護療養型医療施設介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
④設備構造使用許可書の写し（保健所発行のもので、原本照合要）
⑤平面図（変更前・変更後）
	・保健所の許可を得て、構造変更したことにより、療養環境基準が改善した場合に届出が必要です。



	入所
短期
予短
	若年性認知症患者受入加算

【病院・診療所】
	・若年性認知症患者に対して指定介護療養施設サービスを行った場合
・受け入れた若年性認知症患者ごとに個別の担当者を定めていること。


	①変更届出書（様式第３号）
②指定介護療養型医療施設介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
	・加算の取下げの場合も左記と同様に①変更届出書（様式第３号）

②指定介護療養型医療施設介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

を提出してください。

	区　　　　　　分
	施　　設　　基　　準　　等
	必　　　要　　　書　　　類
	備　　　　　　考

	入所
短期
予短
	療養食加算
【病院・診療所・認知症】
	・疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査食を提供した場合

・食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。

・入院患者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
	①変更届出書（様式第３号)

②指定介護療養型医療施設介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

③従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

（算定月の全職員分【医療病床と兼務するものを含む（この場合、介護病床の勤務時間を明確にすること）】）
	・加算の取下げの場合は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①変更届出書（様式第３号）、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
のみ提出してください。

	入所
	栄養マネジメント加算
【病院・診療所・認知症】
	常勤の管理栄養士を１名以上配置し、入院患者の栄養状態を入院時に把握し、医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種が共同して、入所者ごとの摂食・嚥下機能に着目した食形態にも配慮した栄養計画を作成し、当該計画に従い栄養管理を行うとともに、栄養状態を定期的に記録し、進捗状況を定期的に評価した上で、必要に応じて当該計画の見直しを行っている場合



	①変更届出書（様式第３号）

②指定介護療養型医療施設介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

③栄養マネジメントに関する届出書

（別紙１１）

④従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

（算定月の全職員分【医療病床と兼務するものを含む（この場合、介護病床の勤務時間を明確にすること）】）

⑤管理栄養士の免許証の写し（原本照合要）

⑥管理栄養士の辞令の写し又は雇用契約書の写し （原本照合要）
	・加算の取下げの場合は、①変更届出書（様式第３号）、②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表、③栄養マネジメントに関する届出書（別紙１１）④従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（管理栄養士・栄養士のみの変更した月分とその前月分）
のみ提出してください。

・当該算定に関しては、入院患者及びその家族の同意を得た日からの算定となります。

	区　　　　　　分
	施　　設　　基　　準　　等
	必　　　要　　　書　　　類
	備　　　　　　考

	入所
	認知症専門ケア加算
	各区分に応じて、次の施設基準等を満たすとともに、算定要件を満たす場合に算定ができます。

※（Ⅰ）、（Ⅱ）の加算のいずれかを算定した場合は、他の加算の算定は不可。

	
	　
	（Ⅰ）
	次の要件を満たす場合
・入院患者の総数のうち、日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の占める割合が２分の１以上であること。
・認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者の数が20人未満である場合にあっては、１以上、当該対象者の数が20人以上である場合にあっては、１に、当該対象者の数が19を超えて10又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。
・認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。
	①変更届出書（様式第３号）
②指定介護療養型医療施設介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
③参考様式１　「認知症専門ケア加算について（添付資料）」
④認知症介護実践研修（実践リーダ研修）修了証の写し又は認知症介護指導者養成研修修了証の写し（原本照合要）
	・加算の取下げの場合は
①更届出書（様式第３号）
②指定介護療養型医療施設介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
③参考様式Ⅰ
のみ提出してください。

	
	
	（Ⅱ）
	次の要件を満たす場合
・（Ⅰ）の基準いずれにも適合すること。
・認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を（Ⅰ）の基準に加え１名以上配置し、施設全体の認知症ケアの指導等を実施していること。
・介護職員、看護職員毎の認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。
	
	

	区　　　　　　分
	施　　設　　基　　準　　等
	必　　　要　　　書　　　類
	備　　　　　　考

	
	サービス提供体制強化加算
	各区分に応じて、次の施設基準等を満たすとともに、算定要件を満たす場合に算定ができます。
※（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）の加算のいずれかを算定した場合は、他の加算の算定は不可。

	
	
	（Ⅰ）
	次の要件を満たす場合
・介護療養型医療施設（病棟）の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の50以上であること。
	①変更届出書（様式第３号）
②指定介護療養型医療施設介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
③別紙１２－７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
④従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
（職員全員分の２月実績）
⑤参考様式２　「職員配置状況表」
（２月末日現在）
⑥参考様式３
「サービス提供体制強化加算確認表」
	・加算の取下げの場合は
①変更届出書（様式第３号）
②指定介護療養型医療施設介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
③参考様式３
のみ提出してください。

	
	
	（Ⅱ）
	次の要件を満たす場合
・介護療養型医療施設（病棟）の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が100分の75以上であること。
	
	

	
	
	（Ⅲ）
	次の要件を満たす場合
・介護療養型医療施設（病棟）の入院患者に介護サービスを直接提供する職員の総数のうち、勤続年数３年以上の者の占める割合が100分の30以上であること。
	
	

	入所
短期
予短
	特定診療費項目

【病院・診療所】

	各区分に応じて、次の施設基準等を満たすとともに、算定要件を満たす場合に算定ができます。

	
	　
	重症皮膚潰瘍指導管理
	次の要件を満たす場合
・褥瘡対策指導管理の基準を満たすこと
・皮膚泌尿器科若しくは皮膚科又は形成外科を標榜している病院であること
・重症皮膚潰瘍を有する入院患者について皮膚泌尿器科若しくは皮膚科又は形成外科を担当する医師が重症皮膚潰瘍管理を行っていること
・重症皮膚潰瘍管理を行うにつき必要な器械及び器具が具備されていること
	①変更届出書（様式第３号）

②指定介護療養型医療施設介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

③当該特定診療費に相当する診療報酬の算定のために近畿厚生局に届け出た届出書の写し

④調剤所又は医薬品情報管理室の配置図及び平面図
	・近畿厚生局に、診療報酬の算定のために届出しても、介護報酬の算定のために、大阪府に届出しなければ、算定の対象となりません。
・加算の取下げの場合は、①変更届出書（様式第３号）、②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表、及び③取下げのために近畿厚生局に届け出た辞退届等の写しのみ提出してください。

	
	
	薬剤管理指導
	次の要件を満たす場合
・必要な薬剤師が配置されていること
・必要な医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設を有していること
・入院中の患者に対し、患者ごとに適切な薬学的管理（副作用に関する状況の把握を含む。）を行い、薬剤師による服薬指導を行っていること
	
	

	区　　　　　　分
	施　　設　　基　　準　　等
	必　　　要　　　書　　　類
	備　　　　　　考

	入所
短期
予短
	リハビリテーション提供体制
	各区分に応じて、次の施設基準等を満たすとともに、算定要件を満たす場合に算定ができます。

	
	
	理学療法Ⅰ
【病院・診療所】
	次の要件を満たす場合
・専任常勤医師１名以上
・専従常勤の理学療法士１名以上（回復期リハビリテーション病棟との兼務不可）
・専用施設１００㎡以上（病院）　４５㎡以上（診療所）
・以下の器械・器具を具備
各種測定用器具（角度計、握力計等）、血圧計、平行棒、傾斜台、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具、各種装具（長・短下肢装具等）、家事用設備、和室、各種日常生活活動訓練用器具（作業療法の施設と連続した構造の場合は共有可）


	①変更届出書（様式第３号）

②指定介護療養型医療施設介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

③様式７〔　〕に勤務する従事者の名簿

（〔　〕内には当該届出の施設基準の名称を記入すること）

④様式８　理学療法、作業療法、言語聴覚療法又は集団ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ療法の施設基準に係る届出書

⑤当該リハビリテーションが行われる専用施設等の配置図及び平面図

⑥当該特定診療費に相当する診療報酬の算定のために近畿厚生局に届け出た届出書の写し

⑦⑥の届出書に添付している次の添付書類

　・様式４〔　〕に勤務する従事者の名簿

　・様式４１、４２、４４，４５のうち、各区分に該当する　様式（理学療法、作業療法及び言語聴覚療法については、診療報酬における疾患別リハビリテーション（心大血管疾患、脳血管疾患等、運動器、呼吸器）が該当するものと考えられる）
	・近畿厚生局に、診療報酬の算定のために届出しても、介護報酬の算定のために、大阪府に届出しなければ、算定の対象となりません。

・加算の取下げの場合は、①変更届出書（様式第３号）、②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表、及び③取下げのために近畿厚生局に届け出た辞退届等
のみ提出してください。

	
	
	作業療法
【病院・診療所】
	次の要件を満たす場合
・専任常勤医師１名以上
・専従常勤の作業療法士１名以上
（回復期リハビリテーション病棟との兼務不可）
・専用施設　７５㎡以上
・以下の器械・器具を具備
　各種測定用器具（角度計、握力計等）、血圧計、家事用設備、各種日常生活活動訓練用器具　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（理学療法の施設と連続した構造の場合は共有可）
	
	

	区　　　　　　分
	施　　設　　基　　準　　等
	必　　　要　　　書　　　類
	備　　　　　　考

	
	
	言語聴覚療法
【病院・診療所】
	次の要件を満たす場合
・専任常勤医師１名以上
・専従常勤の言語聴覚士１名以上
・専用療法室　個別療法室８㎡以上１室以上
（言語聴覚療法以外の目的使用不可）
・以下の器械・器具を具備（主なもの）
　簡易聴力スクリーニング検査機器
　音声録音再生装置、ビデオ録画システム
　各種言語・心理・認知機能検査機器・用具
　発声発語検査機器・用具
各種診断・治療材料（絵カード他）
	
	

	
	
	精神科作業療法
【病院・診療所・認知症】
	次の要件を満たす場合
・作業療法士専従者１名以上
・専用施設　７５㎡以上
・各作業に対して以下の器械・器具を具備
〔手工芸〕
　織機、編機、ミシン、ろくろ　等
〔木工〕
　作業台、塗装具、工具　等
〔印刷〕
　印刷器具、タイプライター　等
〔日常生活動作〕
　各種日常生活動作用設備
〔農耕又は園芸〕
　農具又は園芸用具　等
	
	

	区　　　　　　分
	施　　設　　基　　準　　等
	必　　　要　　　書　　　類
	備　　　　　　考

	
	
	集団コミュニケーション療法【病院・診療所】
	次の要件を満た場合
・専任の常勤医師が１名以上
・専従する常勤言語聴覚士が１人以上　　　　　　　　　　　　　　　　　
・専用の療養室　集団コミュニケーション療法室（８㎡以上）を１室以上　（言語聴覚療法における個別療養室と共用は可能）
・以下の器械を具備な（主なもの）簡易聴力スクリーニング検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム、各種言語・心理・認知機能検査機器・用具、発声発語検査機器・用具、各種診断・治療材料（絵カード他）
・ リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は患者毎に同一ファイルとして保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であるようにすること。
	
	

	
	その他
	

	
	
	理学療法Ⅱ
【病院・診療所】
	以下の要件を満たす場合
・機械・器具を用いた機能訓練、水中機能訓練、温熱療法、マッサージ等を組み合わせ個々の状態像に応じて、１人の従事者が１人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があり、従事者と患者が１対１で行うこと
・患者１人に対して個別に２０分以上行うこと
・医師は運動機能検査をもとに、理学療法の効果判定を行い、理学療法実施計画を作成し、６月を超える場合には、患者に対して当該計画の内容を説明し、その内容の要点を診療録に記載すること
	①変更届出書（様式第３号）

②指定介護療養型医療施設介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

※従事者等に係る添付書類を提出する必要はないが、適切な職員配置や必要な機械・器具を具備すること
	加算の取下げの場合も左記と同様に①変更届出書（様式第３号）

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
を提出してください。

	区　　　　　　分
	施　　設　　基　　準　　等
	必　　　要　　　書　　　類
	備　　　　　　考

	
	
	摂食機能療法
【病院・診療所】
	以下の要件を満たす場合
・摂食機能障害を有する患者に対して、個々の患者の状態像に対応した診療計画に基づき、１回につき３０分以上訓練を行うこと
・医師又は歯科医師の指示の下に、言語聴覚士又は看護師等が嚥下訓練を行うこと
	
	

	入所
	
	短期集中リハビリテーション
【病院・診療所】
	以下の要件を満たす場合
・集中的なリハビリテーションとして、１週につき概ね３日以上実施すること
・入院患者が過去３月間に、当該施設に入院したことがないこと
	
	

	
	
	認知症短期集中リハビリテーション　　　　【病院・診療所】
	以下の要件を満たす場合
・記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組み合わせたプログラムを医師又は理学療法士等が個別に20分以上、概ね週３日実施すること
・認知症の入院患者であって生活機能の改善が見込まれると医師に判断された者に対して、プログラムを実施した場合
・当該リハビリテーションに関わる医師は精神科医師又は神経内科医師を除き、認知症に対するリハビリテーションに関する研修を修了していること。
・当該リハビリテーションの対象者は、MMSE（MiniMental State Examination）又はHDS―R（改訂長谷川式簡易知能評価スケール）において概ね５点～２５点に相当する者とする。
・入院患者が過去３月間に、当該施設に入院したことがないこと　　
	
	

	区　　　　　　分
	施　　設　　基　　準　　等
	必　　　要　　　書　　　類
	備　　　　　　考

	入所

短期

予短
	介護職員処遇改善加算
	各区分に応じて、次の算定要件を満たす場合に算定ができます。

	
	
	介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
	(1) 介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善（以下「賃金改善」という。）に要する費用の見込額が、介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。

(2) (1)の賃金改善に関する計画並びに当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること。

(3) 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
(4)事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。

(5) 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）、労働者災害補償保険法（昭和二十二年法律第五十号）、最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十七号）、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）、雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。


	①変更届出書（様式第３号）

②指定介護老人福祉施設介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

③平成２４年度介護職員処遇改善加算届出書

④介護職員処遇改善計画書

⑤④に係る添付書類

　※法人単位等、府内の複数の事業所の計画を一括して作成する場合は別紙様式２添付書類１

　※他の都道府県等に所在する複数の事業所等を一括して作成し、提出する場合は、別紙様式２添付書類２、添付書類３を添付すること。

⑥キャリアパス要件等届出書

　※介護職員処遇改善加算（Ⅲ）を届け出る場合は不要

⑦誓約書

⑧就業規則（賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程を就業規則とは別に個別作成している場合は、それらの規程。※常時１０人以上従業員を雇用する事業所は就業規則が必要です。常時１０人未満の事業所は、「労働条件通知書」の写しを添付してください。）

⑨労働保険に加入していることが確認できる書類（労働保険関係成立届、労働保険概算、確定保険料申告書（事業主控）等）
	・当該加算の内容については、「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照すること。



	区　　　　　　分
	施　　設　　基　　準　　等
	必　　　要　　　書　　　類
	備　　　　　　考

	入所短期予短
	
	介護職員処遇改善加算（Ⅰ）つづき
	(6)労働保険料（労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八十四号）第十条第二項に規定する労働保険料をいう。）の納付が適正に行われていること。
(7) 次に掲げる基準のいずれかの基準に適合すること。
(一)次に掲げる要件の全てに適合すること
　ａ 介護職員の任用の際における職責又   
    は職務内容等の要件（介護職員の賃金  
    に関するものを含む。）を定めている 
    こと。
　ｂ ａの要件について書面をもって作成
　　し、全ての介護職員に周知しているこ　　　
　　と。
(二)次に掲げる要件の全てに適合すること
　ａ 介護職員の資質の向上の支援に関す
     る計画を策定し、当該計画に係る研修
     の実施又は研修の機会を確保してい
     ること。ｂ ａについて、全ての介護
     職員に周知していること。 
(8) 平成二十年十月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを除く。）及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての介護職員に周知していること。
	
	

	
	
	介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
	(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、(7)又は(8)に掲げる基準のいずれかに適合すること。
	
	

	
	
	介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
	(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
	
	

	短期
予短
	送迎加算
【病院・診療所・認知症】
	以下の要件を満たす場合
・事業者が送迎に対応できる車を所有していること
・運営規程に送迎の実施地域を定めていること
・利用者の心身の状態、家族等の事情などからみて送迎が必要と認められ、利用者宅と事業所との間の送迎を行うこと
	①変更届出書（様式第３号）

②付表９

③指定介護療養型医療施設介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

④車検証の写し（原本照合要）

⑤新旧対照表

⑥運営規程（新）
	・加算の取下げの場合も左記と同様に

①変更届出書（様式第３号）

②付表９

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表、
⑤新旧対照表

⑥運営規程（新）
を提出してください。

	予短
	緊急受入体制（緊急短期入所ネットワーク加算）
【病院・診療所・認知症】
	以下の要件を満たす場合
・連携体制の単位は、次の利用定員等を合計して３０以上を確保すること
・連携体制を形成した事業所間において緊急的な利用ニーズの調整を行うための窓口を明確化していること
・緊急的な利用ニーズの調整を行うための窓口を設けている施設は、２４時間相談可能な体制を確保していること
・利用者に関する利用の理由、期間、緊急受入れ後の対応などの事項を記録しておくこと
・連携体制の確保の観点から、連携施設間で情報の共有、緊急対応に関する事例検討などを行う機会を定期的に設けること
	①変更届出書（様式第３号）

②指定介護療養型医療施設介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

③緊急受入体制及び看護体制加算に係る届出書（別紙９－２）

④連携する事業所や施設が分かる書面等
	・単に一の事業所が届出した場合は連携体制が整備されたとは認められず、左記④の書面等により、連携体制が整備されていることが明確にされ、連携する全ての事業所や施設からの届出があった場合に、当該加算の対象とします。
・加算の取下げの場合は、
①変更届出書（様式第３号）

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

③緊急受入体制及び看護体制加算に係る届出書（別紙９－２）
のみ提出してください。


※区分の「入所」は介護療養型医療施設、「短期」は短期入所療養介護、「予短」は介護予防短期入所療養介護を示しています。
